介護保険　負担限度額認定申請時に必要な書類（新規申請）


	NO
	提出書類
	説　明
	

	１
	同意書
	窓口にて発行。（ホームページにあり）
	
※全受給者が必要な書類です。

	２
	申請書
	　　　　　　〃
	

	３
	被保険者証(オレンジ色)
	介護サービス利用者のもの。写しでも可。
	

	４
	委任状
※窓口に来られる方が本人・家族以外の場合のみ必要
	受任者(窓口に来た方)：受任者の住所・氏名
委任者：介護サービス利用者の住所・氏名
★押印を忘れずにお願いします。
	

	５
	被保険者のマイナンバーカード
	★紛失・未発行の場合は不要です。
	

	６
	窓口に来た方の身分を証明する
書類
（氏名、生年月日、住所等が確認できるもの）
	顔写真付の場合は以下より１つ
（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、
身体障害者手帳　など）
顔写真付のものが無い場合は以下より２つ
（医療保険証、診察券、年金手帳、児童扶養手当証、特別児童手当証　など）
	

	７
	普通・定期預金の通帳

	・本人、配偶者が所有している口座全ての通帳の写しが必要となります。（普通・定期）
・表紙＋直近2か月分の写し
★窓口来られる前に記帳をお願いします。
	

	８
	有価証券（株式・国債・社債等）
	証券会社や銀行の口座残高の写し。（Web写し可）

	９
	金・銀(積立購入を含む)等時価評価額が容易に把握できる貴金属
	購入先の銀行等の口座残高の写し。（Web写し可）

	10
	投資信託
	銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し。（Web写し可）

	11
	タンス預金（現金）
	自己申告

	12
	負債
	借入金・住宅ローン等（借用証書類）※預貯金額から控除










■注意事項
●預貯金について
・本人および配偶者の全口座が対象です。
・世帯分離している配偶者も含みます。
・必ず記帳後にコピーお願いします。
・表紙（名義確認）＋直近2か月分の履歴が記載されてるか確認お願いします。
●その他
・定期預金も普通預金と同様に提出が必要です。
・通帳を発行していない場合は、WEB明細を印刷したものを提出してください。
・申請内容により追加書類をお願いする場合があります。
●対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・本人または世帯員に課税者がいる場合（世帯分離した配偶者含む）
・預貯金額が基準額以上の場合
●重要事項
・虚偽申告により不正受給があった場合、支給額に加え最大2倍の加算金を返還いただくことがあります。
